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雜
：

錄

.
貿
易
町
と
し
て
急
速
の
發
展

e

な
し

o

北
.絛
氏
の
山

1
.

を
®

れ
平
原
に
城

®

を
雞
き
し
事
は
城
下
町
の
,
；盛
と

な
々
。
-
天
芷
八
年
家
康
江
戸
に
移

6 

ニ
十
年
を
經

r
し

r

江
•戸
日
本
橋
の
中
央
に
永
樂
錢
禁
利
の
高
札
建
て
し

.

负
き
幾
多
の
都
府
大
名
住
居
地
を
中

6

と
し
て
大
發
展 

を
な
し

^

6
0

力
く
の
如
く
し
て
大
名
の
全
く
爆
方
に
土
着
せ
し
洁 

果
城
下
W

は
其
地
方
の
經
濟
の
中
心
と
な.o

し
名
の
多 

<

o

此
等
の
中
心
は
交
通
の
發
達
と
共
に
其
往
來
の
頻 

繁
に
海
陸
交
通
の
，要
路
な
る
海
港,

P

亦
獨
立
發
達
せ
る 

f

o

國
氏
の
活
動
は
倭
寇
と
な6
此
等
の
倭
寇
^
筂 

:

海
賊
と
云
ふ
よ
ろ
？
冒
險
的
商
人
の
團
體
と
な6
大
に 

■我
海
國
浪
氣
焰
を
あ
げ
、
少
な
く！̂
日
本
を
東
洋
貿
易
一 

の
中
Vも
點
と
な
^

む
と
し
つ
、
あ
6

し
於
不
幸
に
名
領| 

國
令
は
再
國
民
を
束
縛
し
、
大
に
發
展
せ
ひ
と
せ
し
海 

外
貿
易
名
殆
ん
ど
衰
へ
只
海
外
の
刺
激
に
よ
ろ

y

內
地
.\ 

質
易
の
進
步
を
助
け
，
^

る
に
す
^
^
。

戰
國
に
か
け
て
の
經
濟
史
に
つ
い
てS

つ
か
論
支
る

五
七
六

の
期
あ
る
ベ
し
と
！}
l
u
^
o

.

室
町
滕
代
は
殆
經
濟
史
と
名
云
ふ
ベ
きU

之
に
關 

す
る
.研
究
の
不
完
全
に
し
て
經
濟
史
家
に
と
6

て 

意
義
な
き
$

の
多
し
。
.室
町
金
體
を
ま
と
奶
て
硏 

究
す
る
は1

生
の
事
業
と
し
て
名
®

難
な
6

。

%
 

論
文
は
別
に
系
統
的
に
論
苌
る
譯
に
あ
ら
玄
。
 

&

來
研
究
の
不
完
全
な
^

幾
分
を
爾
へ
は
£

る
0 

‘

唯
余
於
將
來
碑
究
方
面
の
一
端
を
示
せ
る
と
日
記 

其
他
に
ょ

6

從
來
知
ら
れ
次

6

し
史
實
の
幾
分
を 

供
給
し
^

6

と
言
岁
3 

.

.

TtMsfcfsu 、 

>

米

國

都

市

委

員

制

度

の

特

徽
 

杖

田

.岩

次

郞

植
民
地
滕
代
に
於
け
る
亞
米
利
加
の
都
市
に
在
6

V
 

1

般
に
採
用
せ
ら
れ
^

る
は
:̂

亂
^

品
1
1
-
5
1
1
^
泛
ョ
に 

しV

叉
之
^

c
o
u
n
c
i
l

 s
y
s
t
e
m

と
名
云
ふ
0

固
よ
6

®
 

育
市
當
勒
の
特
許
條
例
に
在
6

て
は
市
長
は
州
知
事
の
. 

選
任
に
依
6

、
市
會
議
員
は
市
民
之
を
選
擧
し
*

6

と 

雖
名
市
長
と
市
食
議
員
と
«.

そ
の
行
政
的
權
限
.に
於
<
 

運
庭
あ
ろ
し
に
あ
ら
ず
、
然
る
に
都
市
制
度
の
發
達
乂 

共
に
市
長
と
市
鲁
と
は
漸
次
分
離
す
る
に
至
れ
6

。

一
 

八
ニ
ー
一
年
に
，至

6

て
市
長
名
亦
市
民
の
選
擧
に
依
る
の 

例
を
啓
き
し
が
其
權
限
は
恰
^P

合
衆
國
大
統
領
乃
至
州 

知
事
に
似
杧
る
S

の
あ
6

、
市
會
の
決
議
に
對
す
る
拒 

否
權
を
$

有
す
る
に
至
れ
り
。
而
し
て
更
‘に
進
ん
で
は 

中
央
政
府
の
各
省
の
組
織
に
酷
似
，せ
.る
各
課
の
設
け
ら 

る
、
あ
6

、
其
の
各
課
の
長
亦
中
央
各
省
長
官
r

似
て
.

97
市

會

の<< advice a
n
d

 c
o
n
s
e
n
t 

:を
以
て
選
法
せ
ら
る

雜

錄

る
に
至
れ
ろ
。
斯
くV

十
九
®
紀
の
中
葉
迄
は
米
國
都 

市
の
施
政
は
全
く
合
衆
國
の
政
洽
組
織
5:
-
其

儘

に

縮

寫
 

し
^
る
、が
如
き
觀
を
呈
し
杧
ろ
。
此
の
中
央
政
治
組
織 

の
藤
倣
は
終
に
市
民
を
滿
足
せ
し
む
る
能
は
ず
、
殊
に 

十
九
世
紀
の
中
葉
に
在
ろ
て
は
泜
H
®
市
の
狀
態
甚
だ 

不
滿
足
な
る
そ
の
あ
6
し
が
ば
遂
に
市
政
の
變
革
を
促 

ず
に
至
れ
6
。
此
の
市
政
敗
萆
の
第
一
の
目
的
は
當
脖 

最
^

P

市
民
の
信
用
を
置
し
所
の
市
會
の
權
限
を 

縮
少
す
る
乙
.と
.に
し
て
、
第
二
は
市
長
を
市
會
ょ
6
分
. 

離
獨
立
：せ
し
め
、
叉
第
三
に
は
十
九
li
t
紀
の
半
ま
で
は 

市
の
事
務
と
■
.

さ
れ
^
る
事
®
に
對
し
州
政
府
の
支 

酡
權
を
認
め
ん
i
す
る
に
.あ
6
き
。
當
滕
の
市
の
各
課 

長
は
或
は
市
民
の
選
擧
に
侬
6
或
は
州
知
事
の
任
命
に 

依
6
て
定
ま
6
し
似
魏
に
«
察
課
の
如
き
州
知
事
に
於 

<
課

-*
を

選

任

す

る

を

常

£,
し
^

6
。
叉
多
く
の
場
合 

に
於
て
其
の
市
長
叉
は
州
知
事
の
選
任
に
依
る
と
市
民 

の
選
擧U

依
る
と
を
問
は
ず"

B
o
a
r
d
,

を
組
織
し
其 

合
議
體
の
恒
外
性
に
基S

て
都
市
永
遠
の
政
策
を
確
立

.
五
七
七

_I
；1I|；| 

，，十‘(;，丨

洗]



;i

:lj

m

\i

; ! i
i d

t !： VS •

I

雜

錄

s

せ
ん
と
し
f

。
後
に
？

て
州
知
事
の
歡
住
叉
は
市 

民

の

，#

擧

に

侬

る

こ

と

歡

く

廢

れ

市

の

行

政

各

課

長

ま
 

市
長
及.
び
市
會
に
依
つ
て
選
任
せ.
ら
る
ゝ
こ
i
普
觅
と 

な
れ
み
。
此
選
任
方
法
の
變
輩
ぁ
6
し
r
f
拘
ら
岁
、
 

错
聛
の
市
政
の
特
徵
は
其
の
住
期
市
長
ょ
，り
も
一
般
に 

永
き
行
政
吏
員
ょ
A
成
る
所
の
コ

bd
i

cu,
,

於
市
^
の

實

繁

_

妾

含

と

y

しy
泰

稱

し

て

r 

f

 
H
I

system." 

i
云
ふ
。
一
八
八
〇
年
頃
迄
存
續
し
杧
6
0

其
の
最
$
顯
著
な
る
實
例
は
一
八
七
三
年
の
紐
育
市
の 

制

度

是

な

み

。

一

八

八

〇

年

頌

ょ

ゲ

：
B
o
a
r
d
:

を
W 

へ

て

布

長

の

见

位

を

^
上

せ

し

め

ん
.と

す

る

の.«
向

を
 

生

匕

所

晴：^a
y
o
r

 s
y
s
t
e
m

 

,

は，
B
o
a
r
d

 s
y
s
t
e
m

 

こ 

に

代

る

に

至

れ

ろ

.
。

一

九

〇

一

印

の

a
育
市
將
許
條
例 

は
其
の
一
適
例
本
ク
。然
6
而
し
て
此
の
：
客
^
-
0
1
.
. 

sysl 

t
e
m

こ
及
び
ズB

o
a
r
d

 s
y
s
t
e
m
》
.

の
下
.

y

在
4
て

は

市

食
は
全
く
無
意
義
の
S
の
と
な
れ
6
。
蓋
し
幾
多
の
行 

政
的
權
限
は
市
長
叉
は
市
參
事
會
の
専
ら
に
す
る
所
と 

な
6
、
立
法
^
權
限
名
亦
屢
々
州
議
會
の
靉
食
す
る
所

五
七
八

に
し
て
、
州
政
府
は
地
方
的
特
別
立
法
に
依
み
て
都
贫 

の
政
策
と
定
め
^
れ

ば

な

然
る
に
一
八
九
七
年
の 

大
鈕
育
特
許
條
例
は
五
十
年
來
の
政
策
を
一
變
し
把
6 

同
僚
.枝
は
一
九
〇

j

年
修
正
を
加
へ
ら
れ
女
る
が
此
®
 

正

.
の

主

要

な

る

點

は

從

來

市

會

の

上

に

加

へ

ら

れ

t
る 

障
碍
を
除
去
す
る
に
努
め
*
る
と
、
市
#

の
二
院
制
を 

廢
し

て

一
院
制
に
改
め
允
.る
に
在
6
。
斯
く
の
如
く
し 

て
市
會
®

®
の
傾
向
漸
く
感
な
ら
ん
と
す
る
滕
に
,%
6 

て
所
®

: Co
m
m
i
s
s
i
o
n

 

G
o
v
e
r
n
m
e
n
t

 
こ
は 1

1 
十
#
紀 

潮

頭T
e
x
a
s

の

o
a
lく
 e

s
t
b
n

に
生
れ
*
る
也
。

1

九
〇

一

年
九
月
十
八
日
よ
6
實

施

f
ら

れ

fc
る 

G
a
l
v
e
s
t
o
n

の
新
特
許
條
例(

一
丸
〇
三
年
三

互
二

十

日
 

の
修
正
に
侬
6
委
員
の
一
部
卽
ち
ニ
人
は
選
擧
に
侬
6 

他

の一

鄧
卽
ち
三
人
は
州
知
事
の
選
任
し
*
る
所
な
6
. 

し
^
全
部
選
擧
に
依
る
こ
と
に
定
め
^

6)

の
大
眼
目 

は
從
來
の
市
長
及
び
市
會
に
代
ゆ
る
に
委
員
會(

T
h
e

 

Board of c
o
m
m
issioners

)

を
以
て
し
權
力
と
責
任
と 

を
一
所
に
集
注
せ
し
む
る
に
あ
.
-

o

き
。
委
員
會
は

rf
l
没

199

各
課
の
組
織
、
管
理
、
及
ぴ
運
用
等
に
關
し
て
0
要

な

. 

る
規
則
を
設
H-
3C
州
定
法
と
抵
觸
せ
次
る
範
圓
內
に
於 

v

條
例
を
發
す
る
等
重
要
な
名
立
法
的
權
限
を
有
す
る 

上
に
更
に
行
政
的
方
面
1C
於
て
$
充
分
の
權
力
を
有
せ 

6 

0委
.員
は
五
人
あ
6
、
其
の
杓
一
人
ttm

a
y
o
r
.
-
p
r
?

 

s
i
d
s
t

と
稱
し
一
切
の
會
議
を
統
裁
し
"
拒
否
權
を
有 

す
る
こ
と
な
く
委
員
と
しV

役
禀
に
加
は
6

、
決
議
は 

多
玫
決
を
以
て
決
す
。M

a
y
o
r

 p
r
e
s
i
d
e
n
t

の
義
務
は
市 

攻
の
全
體
を
監
督
す
る
に
在
つ
<
存
す
。
他
の
四
人
の 

麥
員
の
中
一
人
は
警

察

，、消
防
、
の
こ
と
を

、

一人
は 

道
路
及
ぴ
公
有

财

產

を

、一
人
は
水
道
を
、
叉
一
人
は 

咏
务
を
管
掌
し
、
各
委
員
の
職
務
配
當
は
委
員
會
多
數 

決
を
以
て
之
を
定
o
。
市
の
重
役
會
議
と
S
見
る
可
き 

*
員
會
は
市
及
'び
各
部
局
の
'*
針
を
決
定
し
、
各
委
員 

は
夫
れ
々
々
關
係
部
局
を
監
督
し
、
委
員
會
は
E
に
全 

般

tc
亘
り
て
之
を
監
視
統
督
すo

是
に
由
<
之
を
觀
れ 

^
委
«
會
は
ニ
個
の
資
格
を
以
<
活
動
す
る
乙
と
明
か

な
6
。
ニ
涸
の
資
格
と
は
何
ぞ
。
卽
ち
立
法
機
關
祀
る 

の
資
格
と
行
政
機
關
把
る
の

資
格
是
也
。
然
6
而
し
て 

此
の
委
員
制
度
に
付
き
て
注
意
す
べ
き
こ
と
は
單
に
權 

力
が
一
所
に
集
中
せ
ら
る
>

の
み
な
ら
ず
貴
任
0
亦
之 

に
依
6
V
分
散
せ
ら
る
、
こ
と
な
き
の
點
1C
在
6
。
權 

一
力
の
歸
す
る
所
卽
ち
責
任
の
歸
す
る
所
に
し
て
、
其
の 

一
權
カ
及
ぴ
責
任
の
所
在
は
五
委
員
の
單
一
な
る
集
關
以 

外
に
之
を
求
む
可&

ら
次
る
也
"
3
れ
ば
權
力
を
多
數 

の
者
の
間
に
分
割
赋
與
し
互
に
相
条
制
せ
し
め
て
一
人 

一
の
能
く
權
ヶ」

專
ら
に
す
る
な
/J

yら
し
め
以
て
政
治
の
腐 

敗
を
防
退
せ
ん
と
す
る
の
嫩
策
と
は
全
然
疋
反
對
に
出 

.
づ
る
令
の
に
しV

少
數
の
者
に
充
分
の
權
カ
を
賦
，與
す 

る
と
典
に
是
等
少
數
の
者
に
對
し
て
嚴
格
な
る
監
督
と 

加
へ
ん〜

す
る
名
の
卽
ち
逛
れ
委
員
制
度
の
大
精
神
仏 

\ 

/
9
0 

G
a<

esto
n

 

y

於
け
る「

委
員
會」

は
單
に
條
例U

 

規
定
せ
る
書
記
以
下
一
切.
の
^

員
を
任
用
す
る
の
權
限 

を
有
す
る
の
み
な
ら
す
條
^

に
印
友
を
.以

て
$ :
に
職
發 

範
圍
を
規
定
せ
^
る
名
の
に
，あ6.

て
は
委
員
#
.
.
に
於
て



2

之
を
確
定
し
且
必
要
な
'
^
と
認
む
る
に
於
て
は
任
意
委 

員
の
多
數
決
，を
以
て
新
職
務
の
創
設
、
廢
罷
、
吏
員
の 

任

免

及

び

報

酬
(

但
し
年
九
百
f

趣
過
す
f

得 

.
i

の
決
定
f

す
こ
と
を
得
、
是
等
の
規
定
は
都
卞 

の
行
政
に
弾
力
性
を
附
與
す
る
ち
の
に
し
て
當
路
に

其 

.

人
を
得
ば
市
政
の
運
用
上
效
果
多
か
る
べ
し
。
而
し
て
一 

此
委
員
會
の
廣
き
權
限
の
艦
用
を
防
遇
す
る
爲
f
elc
一
 

面
に
於
て
委
員
の
麗
を
嚴
格
公
f

ら
し
む
る
i
共 

に
偷
の一

面
に
於
て
は
委
員
會
の
會
議
基
開
す
I

 

至
當
の
指
置
i
云
ふ
可
き
也
。

以
上
はG

a
l
v
e
s
t
o
n

に
行
は
る
、
委
員
制
度
の
大
要 

な
る
於
此
の
s

f

の
制
度
‘

y

更
に
數

步

を

進

め
 

fc
る
名
の
をD

e
s

 M
o
i
n
e
s

の
夫
れ
な
り
と
す
。
殊
に 

a
s
客
O
S泛
の
農
は
他
の
勘
な
か
ら
ざ
石
都
市
の
模| 

.

範
と
な
れ
る
點
ょ
ろ
見
る
名
葚
だ
興
味
深
け
^
ず

今

I 

煩
を
厭
は
^
大
體
を
玆
に
紹
介
す
る
こ
と
、
な
し
こ

五
八
0

I
w
o
a

啊
に
在
6
.て
は
初
め
は
人
ロ
ニ
萬
五
千
以
ヒ 

の
者
市
に
委
員
制
度
を
布
く
の
規
定
な
6
し
於
其
後
七

雙

 

I

S I
I

 ノ：；

f

貝p
l
m
c
l
&
s

と
よ
ぅ
成
立
す
る
市
政
機
關
I

 

s <
i
l
Kを
以
て
倉f

の

產

i
し

暴

®
、
歷

の

r
過
に
は
少
く
と
3
三
人
の
賛
成
を
必
要
と
し

、

市

 

は一

切
の
會
議
を
銃
裁
し
、
拒
否
權
を
有
せ
次
る
於
飞

f l
I I
l l
l I
I f
I i
;!

政
各
部
は
五
部
に
分
f

、

一
 

に
日

く

、

公

務

部

、

 ̂

“

バ

財

務

部

、
f

日
く
、
公
I

、
四
に
日

く
 

:

バ

®
、
吾

f

、

公
f

公
I

理
部
卽
是 

H
。
委
晨
1

|

3)

の
I

I

I
員
S

 

[r
x
bす
/

u

し

冱

市

■

常
に
_

f

統

。

I

叉

は

寶

の

候

補

者

f

 

f

欲
す
f

'

の
I

 

、つ
一一

十
f

 
s

f

以
て
請
颃
書
I

書
I

む

(

I

篇

雾

I

拿

詹

5

S

馨

者

名
簿
を
公
表
し
て
豫
選
の
準
備
を
整
へ
、
豫
選
投
票
を 

終
了
し
て
後
、
市
長
候
補
者
中
最
多
數
の
得
票
者
ニ
名 

叉
同
樣
に
委
員
候
補
者
中
最
高
得
票
者
八
名
を
以
て
本 

，選
擧
を
行
ふ
。#
投
票
者
は
一
.
名
の
市
長
及
び
四
名
の 

#

員
に
對
し
て
.役
票
す
。

會
議
は
凡
べV

之
を
公
開
す
、
且
つ
叉
決
議
每
に
替 

否
を
記
錄
し
、
毎
月
財
政
報
告
書
を
發
行
し
會
議
の
經 

過
を
$
明
か
に
し
、
每
每
市
の
財
政
調
査
を
强
行
し
且 

.つ
其
の
調
沓
の
結
果
を
公
表
す
。
此
會
議
公
開
主
義
に 

加
矣
る
に 

R
e
f
e
r
e
n
d
u
m
,

 Initiative,

及
び 

R
e
c
a
l
l

を

以
て
す
。
前
二
者
に
依
6
て
市
民
は
直
接
市
の
立
法
政 

策
^
動&

す
可
く
、
，後
者
に
依
6

y
束
員
の
進
退
を
督 

す
。
此
の
市
民
の
立
法
的
並
に
行
政
的
方
面
に
於
け
る 

直
接
監
督
は
卽
ちP

a
r
s
o
n

氏
の
言
へ
る
が
如
く
市
會 

又
は
市
吏
の
政
治
を
ー
變
し
て
市
民
の
政
治
と
な
す
所 

以
な
れ
ど
3
之
を
反
面
ょ
6
解
釋
す
れ
»

「

市
會
»
深 

く
信
を
置
く
に
足
ら
ず
、
政
治
家
其
人
の
爲
め
に
す
る 

20
1

政
治
特
双
_

«
胃
^
者
の
爲
め
に
.す
る
政
治
を
打
破
し

.
 

■雜 

錄
.

て
以
て
健
全
な
る
市
政
の
發
達
を
劚
ら
ん
と
せ
ば
須
ら 

く
市
民
直
接
の
指
揮
監
督
に
俟
杧
次
る
可
於
ら
す」

と 

の
意
味
を
包
八a
す
る
^；>

の
に
し
.て
此
の
政
治
的
理
由
と 

民
主
々
義
と
が
相
俟
つ
て
米
_
の
SR
ll
r
に
於
け
る
ー
畠
_
 

の
制
度
の
發
達
を
見
^
る
名
の
な
ら
ん
、
殊
に
其
の
小 

都
會
に
發
達
し
t
る
は
該
制
度
の
運
用
、

s

小
«

«
の
都 

市
に
在
6
て
始
め
て
能
く
大
な
る
不
便
を
感
す
る
こ
と 

な
く
し
て
行
は
る
れ
ば
な
6
。

D
e
s

 M
o
i
n
e
s

 

に
在 
6 
て
^
、R

e
f
e
r
e
n
d
u
m

 

は
甚
だ 

’廣
き
範
圍
に
於
て
行
は
る
、
名
の
に
し
て
、
起
偾
及
び 

.
市

政

參

與

の
#
ょ
6

一
 

切
の
條
例
に
及
ぶ
名
の
な
6
。

最
近
の
選
擧
に
於
け
る
市
長
選
^

^
票
數
の
一
一割
瓦 

分
卽
ち
四
分
の
一
に
當
る
市
民
の
連
署
を
以
て
、
決
議 

の
最
後
の
決
定
を
下
し
て
ょ
6
其
の
施
行
迄
の
十
日
間 

內
!r
反
對
の
趣
旨
の
請
願
書
を
市
會
に
呈
出
し
、
市
書 

記
之
を
證
認
し
把
る
擗
は
市
會
は
之
を
市
民
の
投
票
に

附
す
。
多
數
を
以
て
否
決
せ
ら
れ
女
る
場
合
に
は
其
の 

決
議
は
効
力
を
生
ず
る
こ
と
な
し
。
.又
役
票
者
全
數
の

五
-八1
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二
割
五
分
卽
ち
四
分
のj 
.の
請
願
に
依
6

市
會
を
し
て 

1

定
の
條
例
を
通
過
せ
し
め
或
は
又
之
を
市
民
の
投
黑 

に
附
し
多
數
決
を
以
て
其
の
效
力
を
生
せ
し
む
。
叉
投 

票
者
の一

割
以
上
二
割
五
分
未
滿
の
請
願
な
る
時
は
次 

期
選
擧
を
待
て
之
を
決
す
。
此
の
後
の
ニ
個
の
場
合
は 

卽
ち
所
謂 

Initiative 

に
し
て
、Initiative 

は
！

l
e
f
?

 

e
n
.
d
u
m

の
ft
極
的
方
面
と
見
る
可
き
な
^

o
。

!
R
e
2
u

は
隨
時
不
滿
足
な
6
.と
0
む
る
市
長
叉
は
委 

員
を
除
き
て
之
に
代
ふ
る
に
市
民
の
理
想
と

す

る
^
*
 ̂

を
以
て
せ
ん
と
す
る
市
民
の
行
政
的
直
接
監
督
の
方
法 

な
5
。
最
近
ソ
選
擧
に
於
け
る
市
長
選
擧
投
票
の
ニ
割 

五
分
に
當
る
市
民
の
請
願
に
依
6
相
當
理
由
を
附
し
て 

之
を
委
M
#
lc
呈
出
，し
、
市
書
記
之
を
證

認
し
^
る
蹄 

は
委
員
會
選
擧
を
命
(5
て
*
以
て
關
係
史
員
の
進
1
を 

決
せ
し
む
。

G
e
s

 M
o
i
n
e
s

に
は
別
に
公
史
錢
衡
委
員
あ
广
ノ
。委
員 

會
の
選
定
せ
る
任
期
六
年
の
委
員
ょ
/ノ
成
る
。
委
員
會 

«
其
五
分
の
四
の
多
數
決
を
以
て
委
員
を
免
宇
る
こ
i

を
得

以
上
は
朱
國
に
於
け
る
委
員
制
度
卽
10
0
。ョs

s
s
i
o
n

 

一
 

G
o
v
e
r
n
m
e
n
t

 

の
ニ
大
模
範
允
る.Galveston plan 

及 

一

び

D
e
s

 M
o
i
n
e
s

 p
l
a
n

の
粳
槪
を
叙
し
‘允
る
名
の
を
る 

於
之
に
依
つ
て
該
制
度
の
特
徵
於
果
し
て
那
邊
に
存
す 

る
や
略
ぼ
明
_
と
な
れ
6
と
信
少
。

市
政
機
關

、

S

 

T
h
e

 

Board of Cmmissioiiers 

と
呼 

a
る
^j 
將
tc
叉

oouncil 

せ

、
ら

.
る

 

V
i と
'1
-ー^:
%
^
 ̂

:
員
制
度
の
特
徵
と

は

交

涉

す

る

所

な

き

な

6
。
該
m
!i 

の
特
色
は

(
S
)

市
政
機
關
の
組
織
及
戊
權

隈

.

(

ろ)

市
民
の
®
*
方
法 

の
一
一
方
面
に
於
て
容
易
に
之
を
發
見
す
る
こ
と
を
得
べ 

し
。
卽
ち
其
の
特
色
はB

r
a
d
f
o
r
d

の
指
I
せ
る
ず
n 

く
左
の
諸
點
に
在
つ
て
存
す
。

(
一

)
一
定
數
の
*
員
を
以
て
單
一
な
る
市
政
機
^

.

を
組
織
す
/6
こ
i 

0

U定
數
の
吏
員
と
云

ふ 

も
先
づ
十
人
を
越
へ
岁
、
殊
に
最
；

tp

普
留}

な

203

四 三 ニ .
■*».ノ •'----- Z

る
を
五
人
以
下
と
す) 

委
員
の
選
擧
は
佥
市
の
役
票
に
侬
る
こ
と
。
 

右
の
市
政
機
關
の
權
限
は
立
法
及
び
行
政
の 

雨
方
面
に
及
ぶ
こ
と
。

各
委
員
は
行
政
各
部
を
統
裁
し
、
谷
部
局
の 

管
理
に
付
て
は
委
員
會
並
に
市
民
に
對
し
て 

責
任
を
負
ふ
こ
と
。

市
民
の
直
接
監
督
法
の
決
定(

固
ょ
6
直
接 

監
督
の
方
法
及1

3

節
圍
は
一
定
せ
l^C

G
a
l
?

 

e
s
t
o
n

に
於
け
る
が
如
く
單
に
會
議
公
開
主 

.義
に
侬
M
す
る
極
め
て
ff
i

m
な
る
？
の
ょ
6 

-
稍
進
ん
で
起
傲
に
關
す
る「

レ
フ
尤
レ
.'\ダ 

,

ムJ

を
認
む
る
名
の
、
E

IC
進
ん
で
は
ー
厝 

廣
这
«5
圓
に
於
け
る「

レ
フH

レ
ン
ダ
ム」

以 

外
に Initiative'

1
^
印̂
1
1等
に

及

-^
こ
と
0
€
3 

M
o
i
n
e
s

に
於
て
見
る
が
如
き
複
雜
な
る
^=

の 

あ
6)

乃
ち
知
る
、
委
員
制
度
の
根
底
に
は
ニ
大
原
則
の
橫

雜

錄

は
る
あ
る
を
。
ニ
大
原
則
と

»
何
ぞ
や
。

(

一)

權
カ
を
一
所
に
集
中
し
<
以
て
责
任
の
所
在 

を
明
確
な
ら
し
む
る
乙
と
。

(

ニ)

市
民
の
監
督
を
直
接
、
有
効
且
つ
容
易
な
ら 

し
む
る
こ
と
。

卽
ち
是
也
。
然

6
而
し
て
之

|-
歷
史
的
に
云
へ
ば
、
立 

法
的
、
行
政
的
權
限
を
唯
一
の
市
政
機
關
に
集
中
す
る 

り
一
事

^
讼
て 

ニcommission Government:

て
&

こ English system 
 ̂

卽
ち
ュ Council system 
"
の
原 

始
的
制
度
に
復
歸
し
^
る
名
の
と
爾
ふ
可
き
な
，り
。

猶
玆
に
留
意
す
可
き
は
首
府
華
盛
頓
及
.び

「

マ
サ
チ 

ユ
セ
ッ
ッ

」

州
の

C
h
e
l
s
e
a

に
し
て
、前
者
は
首
府
杧
る 

關
係
よ
6
將
殊
の
地
位
に
在
6
、
後
者
は一

九
〇
八
年 

の
大
火
炎
後
臨
赌
特
殊
の
監
督
機
關
を
置
け
6
。
華
盛 

頓
に
は
三
委
員
あ
ろ
。
委
員
は
元
老
院
の
同
意
を
以
< 

大
統
領
に
依
6
任
命
せ
ら
れ
、
其
內
二
人
は
共
和
黨
員 

.
と

民

主黨
員
と
な
6
0
從
つ
て
市
民
は
全
然
市
政
機
關 

の
阻
織
に
興
ら
^
、
5cInitiative 
%

あ

ら

fo

れ
ばR

?

五八一-一1



'
雜

.

錄

20
J

ョ

名
な
く

，、

立
法
櫳
は
主
と
し
て
中
央
議
會
の 

掌
握
す
る
所
に
し
て
委
員
财
有
す
る
所
の
立
法
的
]1
に 

行
政
的
權
限
は
共u

甚
だ
狹
く
且
つ
著
し
く
制
限
せ
ら 

る
。
故
に
委
員
は
あ
れ
ど
名
委
属
制
度
の
特
色
と
缺
如 

せ
翁

の

に

し

て

「

テ

キ

サ

ス

」
「

ア

ィ

才

ヮ

」
「

力

ン

サ
 

X
J
ブ

リ

フ

才

ル
ニ
ア」
等

の

諸州
に
於
け
る
委
員
制 

-

度

を

布

け

る

都

市

と

は

全

然

其

の趣
を

異

に

す

。

’

叉

C
h
e
l
s
e
a

に
在
6
て
は
五
人
の
委
員
ょ
ろ
成
立
す 

る
監
督
機
關
あ
6
、
其
委
員
は
市
會
の
同
意
を
以
て
W 

.知
事
之
を
任
命
す
、
其
の
權
限
や
甚
だ
廣
く
市
長
及
び 

市
參
事
員
の
地
位
を
兼
ぬ
る
^p

の
に
し
て
、
其
の
-f
f

i

s一
 

中
に
は
市
政
部
局
の
.創
設
、
吏
員
の
任
侖
權
を
名
合
^>
[

| 

/ジ

、一

九
.

一

ー
年
に
は
市
長
及
ぴ
市
參
事
員
を
市
民
の 

に
依
6
て
定
む
る
こ
ど
、
な
し
杧
6

.

0rff

長
及
市 

參
事
會
員
の
行
動
は
監
督
委
員
の
監
督
に
服
し
、

1

 

委
員
は
之
に
對
し
て
不
認
可
權
を
有
す
。
明
年
以
泽
傲| 

ほ
監
督
委
員
を
存
置
す
可
き
や
否
や
は
市
民
の
投
票
^

」

.

依
つ
て
決
す
る
喾
な
6

0

之
を
存
續
す
る
こ
と
、
な
れ

五
凡
阻

ば

州

知

事

は

三

人

の

監

督

委

員

を

選

び

從

前

の

.如

く

市 

£
及
び
市
參
事
«
に
對
す
る
監
督
^
.5'
は
じ
む
る
の

 ̂

定
-̂-

O
。 

.

偖
而
委
員
制
度
が
主
と
し
て
小
都
會
に
發
達
せ
る
は 

旣

に

一
言
し
女
る
沢
如
し
。
實
際
委
員
制
度
を
布
け
る 

者
市
に
し
て
人
ロ
十
爾
を
越
ゆ
る
名
の
はg

e
m
p
h
i
s

 

(
1
3
1
0
0
0
)

 

O
a
k
l
a
n
d
(
1
2
5
o
o
o
)

 

s
p
o
k
a
n
e
(

 
I
s
o
o
a) 

B
i
r
m
i
n
g
h
a
m

 (

1S
2
0S) 

Pittsburg (
5
5
3
0
0
0
)

等
に 

過
ぎ
ず
、
此
中
此
較
的
永
き
經
驗
を
有
す
る
s
の
は 

M
e
m
p
h
i
s

な
る
於
夫
れ
と
て
g

一
 

九
一
〇
年
一
月
以
來 

の
こ
と
f

o

右
の
諸
市
に
亞
|

の

は

r}aHas(92,

0
0
0
) 

H
o
u
s
t
o
n
(
7

OQo
8
)
D
e
s

 M
o
i
n
e
s

 (
8
6
0
0
0
)

等
な

6
。
以
下
一
々
擧
げ
ず
。

之
を
以
て
»

る
に
委
員
制
度
は
大
都
#
よ
，り
は
中
都 

會
、
中
都
會
ょ
6
は
小
都
會
に
於
て
行
は
れ
易
く
、
從 

つ
て
叉
充
分
に
其
の
特
色
を
發
揮
し
得
可
き
こ
と
疑
を 

容
れ
次
る
な
6
。

今

0
に
於
て
は
委
員
制
度
の
行
は
る
、
區
域
甚
だ
脔

く
叉
之
を
行
ふ
都
市
の
經
濟
狀
態
の
如
き
名
相
同
匕
か 

ら
す
。Galveston, 

T
a
c
o
m

J U'

の
如
き
海
湛
名
あ
作
ば 

Cedar 

Rapids, 

D
e
s

 

Moines, 

Dallas, 

EaCi 

Qaire 

等
の
如
き
半H

半
農
の
地
％
あ
6
、
〇
一<
pゴoma, 

K
a
n


sas, 

及
南
北u

a
k
o
t
a

の
諸
州
に
於
て
見
る
好
如
き
農 

本
位
の
場
所
名
あ
れ
どHaverhill, L

y
n
n

如
き
の
エ 

業
地

-

s
p

あ
る
な

-C
N

0

 

.

斯
く
の
如
く
委
員
制
度
は
避
く
行
は
るp

の
あ
る 

名
其
經
驗
や
甚
だ
淡
く
、
多
く
は
最
近
に
至
6

て
之
於 

採
用
を
な
せ
る
な
6
。

其

.の

最

名

古
き

免
の
はG

a
l
?

 

e
s
t
o
n

に
し
て
一
九
〇

一

年
九
月
以
來
«

M
せ
る

所
な 

-O
O

 

H
O
U
S
t
o
n

之
に
次
ぎ
て
一
九

〇
五
年
七
月
、Da

l


las, IFort 

\
Y
Q*-
t
t
h
,

 Denison, creenviile, 

L
e
w
i
s

rt-on 

等
は
一
九

〇
七
年
、D

e
s

 

M
o
i
n
e
s
, 

C
e
d
a
r

 

Rapids, 

L
e
a
v
e
n
w
o
r
t
h

等
は
一
九
〇
八
年
以
來
の
こ
と
に
し
て 

其
他
は
悉
く
一 
九

〇
九

年
以
後
に
至6

て
其
の
實
施
を 

見
^
る
3
の
な
6
。
さ
れ
ば
米
國
に
於
け
る
都
市
委
員 

制
度
の
實
際
上
の
効
果
如
何
；̂
今j

厝
の
經
驗
を
積
み

.

.

雜

.

靡

.

t
る
上
な
ら
で
は
斷
言
し
難
し
。

(

附
言)

本
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•cities ，

に
負
ふ
所
锻
な
し
と
せ
ず
。
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